
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１１月７日（火） 

呉市教育委員会 学校安全課 生徒指導グループ 

＃７【生徒指導上の諸問題？諸課題？】 

１０月に令和４年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上

の諸課題に関する調査」の結果が公表され，次のことも明らかになり

ました。 

・ 暴力行為の発生件数     約 9万 5千件  （過去最多） 

・ いじめの認知件数      約 68万 2千件 （過去最多） 

・ いじめの重大事態の発生件数 923件 （過去最多） 

・ 不登校児童生徒数      約 29万 9千件 （過去最多） 

 

さて，この調査の名前の「問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題」

の部分は，平成２７年度までは「問題行動等生徒指導上の諸問題」と

なっていました。 

これは，平成２８年に「義務教育の段階における普通教育に相当す

る教育の機会の確保等に関する法律」いわゆる「教育機会確保法」の

公布を受けて策定された基本方針に，「不登校というだけで問題行動で

あると受け取られないよう配慮し，児童生徒の最善の利益を最優先に

支援を行うことが重要である。」という考え方を受けての名称変更なの

です。 

 

この度，文部科学省により，「教育機会確保法」のリーフレットも作

成されました。不登校児童生徒への支援の在り方についての参考とし

てください。 

 
～ 生徒指導を進めるための栄養源に ～ 


